
（単位　円）

資産の部

本年度末 前年度末

30,892,592,196 23,436,827,598

28,662,802,003 21,284,371,277

1,105,853,478 1,105,853,478

19,934,023,463 11,716,169,215

7,622,925,062 8,462,348,584

1,299,186,985 1,260,624,899

930,603,208 891,831,422

3,664,053,051 3,708,227,587

3,464,203,819 3,535,105,288

199,849,232 173,122,299

34,556,645,247 27,145,055,185

負債の部

本年度末 前年度末

2,913,867,010 3,052,719,315

1,936,404,000 2,039,570,000

977,463,010 1,013,149,315

1,194,284,118 1,105,492,745

103,166,000 103,166,000

1,091,118,118 1,002,326,745

4,108,151,128 4,158,212,060

純資産の部

本年度末 前年度末

40,798,725,387 32,701,518,017

40,334,725,387 32,237,518,017

100,000,000 100,000,000

364,000,000 364,000,000

△ 10,350,231,268 △ 9,714,674,892

△ 10,350,231,268 △ 9,714,674,892

30,448,494,119 22,986,843,125

34,556,645,247 27,145,055,185

科　　目 増　　減

       その他の固定負債

       その他の流動負債

科　　目 増　　減

△ 35,686,305

88,791,373

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能額を計上している。

大学等の教職員に係る退職給与引当金については、退職金の支給に備えるため、期末要支給額1,030,985,350円の100％を基にして､私立大学
退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入れ調整額を加減した金額､幼稚園の教職員に係る退職給与引当金については､期末
要支給額6,874,200円から京都府私学退職金財団からの交付金相当額を控除した金額の100％との合計額を計上している。保育園の職員に係る
退職給与引当金については､期末要支給額の100％を計上している。

1.重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

徴収不能引当金

退職給与引当金

       第３号基本金

       第４号基本金

   繰越収支差額

       翌年度繰越収支差額

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

注記

固定負債

       長期借入金

流動負債

       短期借入金

負債の部合計

基本金

       第１号基本金

本学園の会計は学校法人会計基準(昭和46年4月1日文部省令第18号)に従い、収支計算書および貸借対照表を
作成しております。同会計基準による様式は、補助金交付の観点からの表示区分となっています。○○○○

科　　目 増　　減

貸　借　対　照　表
2020年3月31日現在

固定資産

△ 839,423,522

26,726,933

   特定資産

   有形固定資産

       土地

       建物

   その他の固定資産

7,455,764,598

7,378,430,726

0

8,217,854,248

流動資産

       現金預金

△ 44,174,536

△ 103,166,000

38,562,086

38,771,786

△ 70,901,469

0

0

△ 635,556,376

△ 635,556,376

7,461,650,994

7,411,590,062

資産の部合計

       その他の有形固定資産

       その他の流動資産

△ 50,060,932

8,097,207,370

8,097,207,370

88,791,373

0

7,411,590,062

△ 138,852,305



なし

13,058,352,147 円

3,526,420 円

146,966,697土地            円

2,209,949,004建物          円

6.翌会計年度以降の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 1,539,570,000 円

預り金その他経過項目に係る収入と支出は相殺して表示している。

補助活動に係る収支は総額で表示している。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

7.当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8.その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

後発事象

当法人は、2020年４月１日に、学校法人京都光楠学園（京都市右京区）と、合併に向けた基本合意書を締結した。

4.徴収不能引当金の合計額

5.担保に供されている資産の種類及び額

教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法

2.重要な会計方針の変更等

3.減価償却額の累計額の合計額

(2)その他の重要な会計方針


